
 

 

懲戒処分等内訳 

 

現所属部 被処分者 事件概要 

処分事由 

処分内容 処分年月日 

 

 

 

 

 

 

救護施設 

八ヶ岳寮 

主査 

40 代 

適切な事務執行と現金管

理を怠り現金を紛失した 

（地方公務員法第 29 条第

1 項第 2 号および第 33 条

に抵触することによる） 

戒告 令和 8年 4月 23 日 

八ヶ岳寮長 

50 代  

 

不適切な事務執行と現金

管理に対する管理監督責

任 

（地方公務員法第 29 条第

1 項第 2 号および第 33 条

に抵触することによる） 

戒告 令和 8年 4月 23 日 

係長 

50 代  

 

戒告 令和 8年 4月 23 日 

係長 

40 代  

 

戒告 令和 8年 4月 23 日 

介護保険課 主査 

60 代  

 

戒告 令和 8年 4月 23 日 

救護施設 

八ヶ岳寮 

 

係長 

40 代  

管理監督責任 訓告 令和 8年 4月 23 日 

 

【問合せ先】            

諏訪広域連合事務局         

総務企画課             

TEL：0266-52-4141（諏訪市役所内）  


